
バス停ネーミングライツ事業　フローチャート

○同一のバス停に複数の申込みがある場合、別途入札を実施

○バス停名（副名称）の記載
・ダイヤ改正に合わせ、副名称を追加（３月上旬頃）

○掲載事業者等を決定
・事務局より広告掲載可否通知書の送付、決定者より広告掲載承諾書の提出

○ネーミングライツ募集開始
　・市ホームページ、公共交通だよりvol.196で周知
　・商工会や企業連絡会等で、市内事業所・企業等へ情報提供を実施
　　→木津川市立地企業等懇談会事務担当者会議にて周知（令和６年９月４日実施）
　・応募締切は令和６年１２月２０日

○掲載希望者からネーミングライツの応募
・掲載希望者より申込書（別記様式第１号）を事務局に提出

○提出書類の審査
・「有料広告掲載基準」「バス停広告掲載実施要領」に基づき、内容を審査
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終了【継続実施】
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